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別記 4 

評価基準表 

 

 1．提案内容審査の得点化方法 

提案内容審査においては、提案内容審査項目の評価の視点（表１）に示す審査項目ごとに審査を行い、

提案内容審査項目の得点化方法（表２）に示す５段階評価により、審査委員が個別に得点を付与した後、

全委員の平均点を得点とします。また、得点化の際は、小数点第３位以下は四捨五入し、小数点第２位ま

でを求めます。 

ただし、参考見積額の評価については、応募者の参考見積額のうち、最低額を 5点とし、他の応募事業者

を相対的に評点します。 

例）Ａ事業者（4,000万円）、Ｂ事業者（5,000万円）の 2者とした場合 

  Ａ事業者・・・５点 

  Ｂ事業者・・・Ａ事業者の見積額÷Ｂ事業者の見積額×５点 

         ＝4,000÷5,000×５＝４点 

 

表１ 提案内容審査項目の評価の視点 
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表 2 提案内容審査項目の得点化方法 

判 断 基 準 評価 得点化方法 

・当該審査項目について、特に優れた提案である Ａ 配点×1.00 

・当該審査項目について、優れた提案である Ｂ 配点×0.75 

・当該審査項目について、標準的な提案である Ｃ 配点×0.50 

・当該審査項目について、やや物足りない提案である Ｄ 配点×0.25 

・当該審査項目について、物足りない提案である Ｅ 配点×0.00 

※参考見積額については、前項ただし書きを参照ください。 

 

２．同点の場合 

審査の結果、最も得点が高い者が複数あるときは、審査委員の多数決により優先交渉者を決定する。 

 


